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【発行日】平成29年1月26日(2017.1.26)

【公表番号】特表2015-506415(P2015-506415A)
【公表日】平成27年3月2日(2015.3.2)
【年通号数】公開・登録公報2015-014
【出願番号】特願2014-552606(P2014-552606)
【国際特許分類】
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【ＦＩ】
   Ｃ２２Ｃ   30/02     　　　　

【誤訳訂正書】
【提出日】平成28年12月9日(2016.12.9)
【誤訳訂正１】
【訂正対象書類名】特許請求の範囲
【訂正対象項目名】全文
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　重量％で、
　０．０１～０．０５のＣ、
　０．０５～０．８０のＳｉ、
　１．５～２のＭｎ、
　２６～３４．５のＣｒ、
　３０～３５のＮｉ、
　３～４のＭｏ、
　０．５～１．５のＣｕ、
　０．０５～０．１５のＮ、
　０．１５以下のＶ、
　残部のＦｅ、及び
　不可避な不純物
　を含むオーステナイト合金であって、
　４０≦％Ｎｉ＋１００×％Ｎ≦５０
　であることを特徴とする、オーステナイト合金。
【請求項２】
　４０≦％Ｎｉ＋１００×％Ｎ≦４５
　である、請求項１に記載のオーステナイト合金。
【請求項３】
　Ｓｉが０．３～０．５５である、請求項１又は２に記載のオーステナイト合金。
【請求項４】
　Ｃが０．０１～０．０１８である、請求項１～３のいずれか一項に記載のオーステナイ
ト合金。
【請求項５】
　請求項１～４のいずれか一項に記載のオーステナイト合金を含むことを特徴とする、燃
焼プラント用部材。
【請求項６】
　過熱器、再熱器又は蒸発器である、請求項５に記載の燃焼プラント用部材。
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【誤訳訂正２】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】０００８
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【０００８】
　本発明によれば、この目的は、重量％で、
　０．０１～０．０５のＣ、
　０．０５～０．８０のＳｉ、
　１．５～２のＭｎ、
　２６～３４．５のＣｒ、
　３０～３５のＮｉ、
　３～４のＭｏ、
　０．５～１．５のＣｕ、
　０．０５～０．１５のＮ、
　０．１５以下のＶ、
残部のＦｅ、及び
　不可避な不純物
　を含むオーステナイト合金であって、
　４０≦％Ｎｉ＋１００×％Ｎ≦５０
　であることを特徴とする、オーステナイト合金により達せられる。
【誤訳訂正３】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００１１
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００１１】
　好ましくは、オーステナイト合金中のシリカ（Ｓｉ）の含有量は０．３～０．５５重量
％である。それにより、脆性シグマ相の生成を最小限にし、酸素を含有する含有物の生成
を最小限にすることで合金において非常に高いクリープ強さが得られる。
【誤訳訂正４】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００１２
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００１２】
　好ましくは、耐食性を最適なものとするため、上記オーステナイト合金中の炭素（Ｃ）
の含有量は０．０１～０．０１８重量％である。
【誤訳訂正５】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００１６
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００１６】
　〈炭素（Ｃ）〉
　炭素はオーステナイト安定化元素であり、従って本発明の合金には少なくとも０．０１
重量％の量で含有されているべきである。炭素は更に、炭窒化物の生成により材料のクリ
ープ強さを上昇させるために重要である。しかし、クロムの存在中において、炭素は粒界
腐食の危険性を高めるクロム炭化物を生成する。高い炭素含有量は更に溶接性を低減させ
る。クロム炭化物の生成を最小化し、良好な溶接性を保証するため、炭素含有量は０．０
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５重量％を超えるべきではない。クロム炭化物の生成を抑制するためには更に、炭素の含
有量が好ましくは０．０１～０．０１８重量％の範囲にあるべきである。
【誤訳訂正６】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００１７
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００１７】
　〈ケイ素（Ｓｉ）〉
　ケイ素は鋼の製造において酸素除去元素として使用される。しかし、高含有量のケイ素
は溶接性に悪影響を及ぼす。鋼中の低い酸素含有量及びそれにより少ない含有物を保証す
るため、ケイ素の含有量は少なくとも０．０５重量％であるべきである。しかし、鋼の溶
接性を保証するためには、ケイ素の含有量は０．８０重量％を超えるべきではない。ケイ
素の含有量が０．３０～０．５５重量％の範囲にある場合、非常に高いクリープ強さが本
発明の合金において得られることが見出された。ケイ素レベルが０．５５重量％を超えた
場合にはシグマ相の生成が増大すると考えられる。シグマ相は本発明の合金の延性を低減
させ、従ってクリープ強さも低減させる。０．３０重量％を下回った場合、酸素を含有す
る含有物の生成が増大するため、クリープ強さが低減する。
【誤訳訂正７】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００１８
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００１８】
　〈マンガン（Ｍｎ）〉
　マンガンは、Ｓｉのように酸素除去元素であり、熱間加工性を向上させるのに効果的で
もある。本発明の合金の室温での延性及び靱性を制御するためには、マンガンの最大含有
量を制限することが必要である。従って、マンガンの含有量は１．５０～２．０重量％の
範囲にあるべきである。
【誤訳訂正８】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００１９
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００１９】
　〈クロム（Ｃｒ）〉
　クロムは、火炎側の耐食性及び耐水蒸気酸化性を向上させるのに効果的な元素である。
例えばバイオマス燃焼発電プラントにおけるボイラー管としての使用のために十分な高温
耐食性を得るため、少なくとも２６％のクロム含有量が必要である。しかし、クロムが３
４．５％よりも多い場合、ニッケル含有量を更に増加させなければならない。というのは
、より高いＣｒ含有量は金属間相、例えばシグマ相の生成の危険性を高める可能性がある
ためである。したがって、クロム含有量は２６．０重量％～３４．５重量％であるべきで
ある。本発明の場合、２６．０～２９．０重量％の範囲にあるクロム含有量により非常に
良好な材料特性が得られた。従って、この範囲は、本発明の技術的効果が得られる好まし
い範囲と、又は少なくともより一層制限された範囲とみなされる。
【誤訳訂正９】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００２０
【訂正方法】変更
【訂正の内容】



(4) JP 2015-506415 A5 2017.1.26

【００２０】
　〈ニッケル（Ｎｉ）〉
　ニッケルは、本発明の安定したオーステナイト構造を保証する目的のために必須の元素
であり、シグマ相のような金属間相の生成を抑制するようにする。シグマ相はクロム及び
モリブデンによる硬く脆い金属間相であり、高温で生成する。シグマ相は、鋼の延性及び
伸長性に悪影響を及ぼす。合金におけるオーステナイト相を安定化することにより、シグ
マ相の生成を最小限にする。従って、ニッケルは鋼の十分な延性及び伸長性を保証するた
めに重要である。ニッケルはまた、本発明の合金の耐食性にプラスの効果をもたらす。と
いうのは、酸化物のさらなる成長、すなわちスケール生成を抑制する不活性の酸化Ｃｒ膜
の生成をニッケルが促進するためである。構造安定性、耐食性及び延性を保証するために
は、本発明の合金においてニッケルの含有量は少なくとも３０重量％であるべきである。
しかし、ニッケルは比較的高価な合金元素であり、低い生産コストを維持するためにはニ
ッケルの含有量を制限すべきである。更に、ニッケルは合金における窒素の溶解性を低減
させる。従って、ニッケルの含有量は３５重量％を超えるべきではない。
【誤訳訂正１０】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００２１
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００２１】
　〈モリブデン（Ｍｏ）〉
　モリブデンは、ボイラー管の火炎側の高温耐食性を向上させるために本発明の合金に含
有される。Ｍｏの添加は、本発明の合金の耐全面腐食性を更に向上させる。しかし、Ｍｏ
は高価な元素である上に、シグマ相の析出を促進し、その結果鋼の靱性の劣化をもたらす
。鋼における良好な高温耐食性を保証するため、モリブデンの含有量は少なくとも３重量
％であるべきである。シグマ相の析出を回避するため、モリブデンの上限は４重量％であ
る。
【誤訳訂正１１】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００２２
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００２２】
　〈銅（Ｃｕ）〉
　銅の添加は、母材中に微細かつ均一に析出する銅に富む相を析出させることにより、ク
リープ強さを向上させることができる。しかし、過剰な量の銅は加工性の低減をもたらす
。多量の銅はまた、延性及び靱性の低減をもたらす可能性がある。従って、本発明の合金
における銅の含有量は０．５～１．５重量％であるべきである。本発明の場合において、
特に良好な結果は銅含有量が０．８～１．２重量％の範囲である状態で得られた。従って
、この範囲は、少なくともこの理由により本発明の技術的効果が得られる好ましい範囲と
、又は少なくともより一層制限された範囲とみなされる。
【誤訳訂正１２】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００２３
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００２３】
　〈窒素（Ｎ）〉
　窒素はオーステナイト構造に強い安定効果をもたらし、従ってシグマ相の生成を低減さ
せる。これは、鋼の延性にプラスの効果をもたらす。本発明の合金において、窒素の主な
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効果は、炭素と共に炭窒化物の形態の析出物を生成することである。炭窒化物の小さい粒
子は、一般的に鋼の粒界で析出し、鋼の結晶粒子中で転位が伝播するのを抑える。これは
、鋼の耐クリープ性を大きく上昇させる。安定なオーステナイト構造を保証し、十分な量
の炭窒化物を生成するため、本発明の合金における窒素の含有量は少なくとも０．０５重
量％であるべきである。しかし、窒素が大量に存在する場合、窒化物の大きな一次析出物
が現れる可能性があり、この析出物は本発明の合金の延性及び靱性を低減させる。従って
、本発明の合金における窒素の含有量は０．１５重量％までに制限すべきである。
【誤訳訂正１３】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００２４
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００２４】
　〈バナジウム（Ｖ）〉
　バナジウム、チタン又はニオブの添加は、ＭＸ相の析出によりクリープ破断強度の向上
に寄与する。しかし、過剰な量のバナジウムは溶接性及び熱間加工性を低減させる可能性
がある。従って、バナジウムは本発明の合金において０．１５重量％以下の量で加えるこ
とができる。
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